
五城目町 住宅改修 　 　
空き家利活用に係る改修
等融資利子補給金給付
事業

「①空家の所有者で町外から転入し定住される方、②町外から転入
し３年以内に空家物件の改修等をする入居者」に該当される方へ、
空き家の改修等に係る利子補給。融資額200万円上限に対し利子補
給率３％。

住民生活課 018-852-5112

移住・定住世帯に該当し、
①移住・定住世帯が居住する住宅のリフォーム等工事を行う者
②移住者もしくはその配偶者又はそれらの親もしくは子
③市町村税の滞納のない者
の全てを満たす方に対し、費用の１０％に相当する額（ただし、当該
補助金の額が２０万円を越えるときは、２０万円）を補助。
なお、過去にリフォーム補助を受けた住宅にあっては、既に交付を受
けた補助金との合計額で２０万円を限度とする。

移住・定住世帯に該当し、
①中古住宅を購入（２親等以内の親族からの購入を除く）し、令和元
年１０月１日以降に所有権を取得した（登記をした場合に限る。）者
②所有権を取得した住宅を持ち家としてリフォーム等工事を行う者
③取得した住宅について、過去にリフォーム関係補助金の交付を受
けていない者又はその配偶者
④市町村税の滞納のない者
の全てを満たす移住者又はその配偶者に対し、費用の１５％に相当
する額（ただし、当該補助金の額が３０万円を越えるときは、３０万円）
を補助。

五城目町 移住体験 起業・就業 　
起業希望者旅費等支援
事業

起業する場所を探し、五城目町に視察に来る方を支援。五城目町を
視察するときの旅費や宿泊費などの一部を補助。（ただし、五城目町
に必ず宿泊をすること）補助率1/2、交付限度額1件につき5万円。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 起業・就業 　 　 起業支援事業
「起業」を希望する方を支援。対象は令和2年度中に起業する方。起
業のための経費の一部を補助。補助率1/2、交付限度額1件につき
50万円。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 起業・就業 　
起業者事業拡充支援事
業

起業等の後、１年以上を経過し、１０年を経過していない方を支援。
人件費、設備購入費、事務所移転経費などの一部を補助。補助率
1/2、交付限度額1件につき20万円。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 起業・就業 　 　
五城目町地域活性化支
援センター

廃校舎を活用した町営のレンタルオフィス。現在16社が入居中。入居
料は月額2万円（税込）、シェアオフィスは、1人月額7,000円（税込）
詳細は https://babame.net/ をご覧ください。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 結婚 住宅購入 住宅賃貸
五城目町新婚さん生活応
援事業

結婚に伴う住居の取得費及び賃貸費、引っ越し費用を助成。（婚姻
届を令和2年1月1日～令和3年3月31日までの間に提出した年齢34
歳以下の夫婦、世帯の合計所得が340万円未満である世帯。）一世
帯当たり上限額30万円。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 結婚 　 　
秋田結婚支援センターと
の連携事業

結婚を希望する者が秋田結婚支援センターに入会した場合に、入会
登録料（10.000円）を町が負担。

まちづくり課 018-852-5361

五城目町 子育て 出産 　
特定不妊治療・一般不妊
治療費給付

県で実施している特定不妊治療（体外受精・顕微授精）費助成事業
の限度額を超えた自己負担分に対する助成。一般不妊治療費の全
額助成。

健康福祉課 018-852-5180

五城目町 子育て 出産 　 誕生祝金の支給
五城目町に生まれた子どもに対して祝い金を支給。第１子10,000円、
第２子20,000円、第３子以降50,000円、多胎出産の場合は１子につき
100,000円

健康福祉課 018-852-5180

五城目町 子育て 　 　
ブックスタート読み聞かせ
事業

乳幼児健診の機会に子どもと保護者へ絵本を聞く楽しい体験の場を
提供し、絵本等が入ったブックスタートパックを贈呈。

健康福祉課 018-852-5180

五城目町 子育て 　 　
チャイルドシート購入費補
助金

乳幼児の事故防止を図るため、チャイルドシート（ジュニアシートも含
む）購入費を上限12,000円としてその1/2を助成。

健康福祉課 018-852-5180

五城目町 子育て 健康・医療
インフルエンザ任意予防
接種

生後6ヶ月から中学校3年生までの子どもを対象に、インフルエンザの
予防接種にかかる費用を1人あたり1,500円を助成する。

健康福祉課 018-852-5180

五城目町 子育て 　 　
小学校入学時記念品交
付事業

小学校入学児童に図書カード（10,000円分）を贈呈する。 健康福祉課 018-852-5180

タクシーの乗車料金の支払い、育児用おむつ、おしりふき、ミルクの
購入に利用できるクーポン券30,000円分を２回に分けて交付する。
１回目「クーポン券ベビー」は妊娠の届け出をした方。
２回目「クーポン券キッズ」は１回目の「クーポン券ベビー」の交付を
受けた方。
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建設課 018-852-5252

五城目町 住宅改修 　

五城目町住宅リフォーム
推進事業

○移住・定住世帯
（中古住宅購入型）

建設課 018-852-5252

五城目町 住宅改修 　

五城目町住宅リフォーム
推進事業

○移住・定住世帯
（定着回帰型）

健康福祉課 018-852-5180五城目町 子育て 　 　
子育て支援クーポン券支
給事業



子育て世代にスマートフォン等へ母子手帳アプリをダウンロードして
もらい、子育て情報（乳幼児健診、予防接種、町の子育て支援）をタ
イムリーに発信する。保護者が子どもの成長を記録し、家族間で共
有する機能を提供する。

五城目町 子育て 　 　
母子手帳アプリ「母子モ」
事業

健康福祉課 018-852-5180


